
教育委員会

学校関係者（児童生徒等）新型コロナウイルス感染者発生の確認

新型コロナウイルス感染者発生時の対応の流れ（改訂版）

◆感染者発生の連絡 （メール配信）
・感染者が確認された場合には、翌日からの対応につい

て、本校関係者あて、メールを配信します。

★保健所、他課、関係機関
と連絡・情報提供

★放課後児童クラブの対応
・臨時休業の場合、放課後児童

クラブは、原則学校と同じ期間、

臨時休室となります。

・学校で出席停止の指示があっ

た学年、クラスに在籍する児童

は、放課後児童クラブへの登室

も同様に制限させていただきま

す。

・追加の情報がある場合には、

放課後児童クラブから直接家庭

へ連絡します。

学校 連絡・調整

◆濃厚接触者
【なし】

・引き続き感染

拡大防止に努め、

臨時休校等は行

わず、通常通り

教育活動を継続

します。

<お願い>
・個人情報の扱いについて
は、引き続きご配慮ください。
・御家庭において、感染が
確認された場合はもちろん、
ＰＣＲ検査を行うことになっ
た場合についても、速やか
に学校へお知らせください。

◆濃厚接触者の特定
・保健所の指示に従い、濃

厚接触者の特定を行います。

◆濃厚接触者
【 あり】

・学級（学年）

閉鎖または臨時

休校等の対応に

ついて検討を行

います。

・真に必要な場

合に臨時休校等

を行います。

◆臨時休校等を行った場合
・学校の指示により、外出等を避け、

家庭で過ごします。

◆学校再開の連絡 （メール配信）
・学校再開の日にち等について、本校

関係者あて、メールを配信します。

◆学校施設
の消毒作業
・感染者の校内

での動きを確認

し消毒作業を行

います。


